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議   事   の   大   要 

 

 

議  長   それでは、第８回第２農地部会を開会いたします。 

       本日の欠席はなしで 出席委員数は１０名でございます。 

       議事に入ります前に、議事録署名者を私の方から指名させていただきます。 

       １４番 池山 允敏委員、１６番 中谷 秀也委員にお願いしたいと思います

のでよろしくお願いします。 

       本部会に付議されました議案につきましては、事前に通知いたしましたとおり

でございますのでよろしくお願いいたします。 

それでは初めに会長専決等の報告事項に入ります。 

 

事 務 局   それでは、議案書の１ページから４ページをお願いいたします。 

       報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、でございます。 

       番号１から２１で、件数は２１件、合計面積は４５，０１３㎡で、その内訳は

田が４２，１３１㎡、畑が２，８８２㎡、でございます。 

       これらにつきましては、農地の賃貸借を、貸人、借人、双方の合意により解約

したものであります。 

 

       ５ページから１４ページをお願いいたします。 

       報告第２号 農地法第３条の３の規定による届出について、でございます。 

       番号１から１５で、件数は１５件、合計面積は７２，７３０．５４㎡で、その

内訳は田が５６，８４４㎡、畑が１５，２２３．１９㎡、その他が６６３．３５

㎡でございます。 

       これらにつきましては、相続の届出でございます。 

       なお、現況地目が農地以外になっているところは、無断転用の可能性がありま

すので、届出人に対して指導しております。 

 

       １５ページをお願いいたします。 

       報告第３号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移

転）でございます。 

       番号１ 宅地分譲用地 

       番号２ 宅地分譲用地 

       番号３ 宅地分譲用地 

       以上、件数は３件、合計面積は３，０３６㎡で、その内訳は田が１，０２４㎡、

畑が２，０１２㎡でございます。 

       報告案件は以上です。 

 

議  長   それでは、議案事項に入ります。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）を議

題といたします。 

       事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   それでは、１６ページをお願いいたします。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）でご
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ざいます。 

       番号１、地区 久居、申請地 戸木町焼野    、登記地目 山林、現況地

目 畑、面積 ２８７㎡ 外１筆、合計面積 １，２８１㎡、受人     、

面積 ０㎡、渡人     。 

       譲受理由は、新規営農のため、譲渡理由は、営農縮小のためです。 

 

       番号２、地区 久居、申請地 戸木町中野    、登記地目・現況地目とも

田、面積 １，０００㎡ 外１筆、合計面積 ２，０４５㎡、受人     、

面積 ０㎡、渡人     。 

       譲受理由は、新規営農のため、譲渡理由は、営農縮小のためです。 

 

       番号３、地区 久居、申請地 戸木町中野    、登記地目・現況地目とも

田、面積 ２６２㎡ 外２筆、合計面積 ５２０㎡、受人     、面積 ７，

７６９㎡、渡人      外２名。 

       譲受理由は、営農拡大のため、譲渡理由は、営農縮小のためです。 

 

       番号４、地区 高岡、申請地 一志町高野宗垣内    、登記地目・現況地

目とも畑、面積 ５７９㎡ 外１筆、合計面積 ９６９㎡、受人     、面

積 １４，９５６㎡、渡人     。 

       譲受理由は、営農拡大のため、譲渡理由は、高齢化による労力不足のためです。 

 

       番号５、地区 家城、申請地 白山町南家城浦ノ田    、登記地目・現況

地目とも田、面積 ９６６㎡、受人     、面積 １，６９５㎡、渡人   

         。 

       譲受理由は、営農拡大のため、譲渡理由は、相手方の要望のためです。 

 

       番号６、地区 八知、申請地 美杉町八知堂垣内    、登記地目・現況地

目とも田、面積 １１７㎡、受人      外１名、面積 １，２０６㎡、渡

人     。 

       譲受理由は、営農拡大のため、譲渡理由は、相手方の要望のためです。 

 

       １７ページをお願いいたします。 

       番号７、地区 下之川、申請地 美杉町下之川中津    、登記地目・現況

地目とも畑、面積 ３４３㎡ 外１筆、合計面積 ４３１㎡、受人     、

面積 ３８２㎡、渡人     。 

       譲受理由は、営農拡大のため、譲渡理由は、高齢化による労力不足のためです。 

 

       以上、件数は７件、合計面積は６，３２９㎡で、その内訳は田が３，７３６㎡、

畑が２，３０６㎡、その他が２８７㎡でございます。 

       これらの案件につきましては、全部効率利用要件・農作業常時従事要件・地域

との調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のす

べてを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局より説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いしたいと思います。 
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       １番から３番、お願いします。 

 

田口委員   ６番田口です。８日に現地を見て参りました。推進委員４名と、諸戸部会長、

野田委員、事務局で見て参りました。 

       １番は事務局の説明通りでございますが、問題ないと思います。 

       ２番についても同じく事務局説明通りでございます。 

       ３番についてこれも同じく事務局説明通りでございます。以上、よろしくお願

いします。 

 

議  長   ４番、お願いします。 

 

池山委員   １４番池山です。８月８日に推進委員２名と宮本委員、事務局と現地を見て参

りました。ずっと畑が続いているところ。在所の東にあたるところです。周り全

部が畑です。何も問題なかろうと思います。 

 

議  長   ５番、お願いします。 

 

西森委員   １７番西森です。８月８日に中谷、西森両委員と地元推進委員と、行政書士と

白山の事務局というメンバーで見て参りました。このまま利用されるということ

で問題ないかと思います。よろしくお願いします。 

 

議  長   ６番、７番、お願いします。 

 

結城委員   １８番結城です。６番は８日に地元推進委員と事務局で現地の確認を致しまし

た。当該地は親から受け継いだもので、自分自身、農業ができないので、無償で

譲り渡したいということです。 

       ７番は８日に地元推進委員さんと事務局で現地を確認いたしました。渡人は高

齢で農業ができないため。受人は営農拡大で野菜作りに頑張りたいということで

す。 

 

議  長   地元委員より説明がございましたが、皆さんのご意見もお伺いしたいと思いま

す。いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました議案第１号について、

これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第１号については許可することに決定した

いと思います。 

続きまして、議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

を議題といたします。 

       事務局の説明をお願いします。 
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事 務 局   １８ページをお願いいたします。 

       議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、でございま 

す。 

       番号１、地区 大井、申請地 一志町井関下名倉口    、登記地目 畑、

現況地目 山林、面積 ４６㎡ 外３筆、合計面積 ５３７㎡、申請者     。 

       これにつきましては、申請地を山林とするものです。 

       平成元年頃に山林にした旨の始末書の提出がありますことから、これを追認し

ようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号２、地区 多気、申請地 美杉町下多気六田    、登記地目 畑、現

況地目 宅地、面積 ４８９㎡ 外１筆、合計面積 ７９６㎡、申請者     。 

       これにつきましては、申請地を一般個人住宅用地とするものです。 

       昭和３８年頃に宅地にした旨の始末書の提出がありますことから、これを追認

しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       以上、件数は２件、合計面積は１，３３３㎡で、その内訳は田が２２４㎡、畑

が１，１０９㎡でございます。 

       これらの案件につきましては、農地法第４条第６項各号には該当しないため、

許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局より説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いしたいと思います。 

       １番、お願いします。 

 

宮本委員   １５番宮本です。８日に池山委員、事務局で現地確認してきました。おそらく

戦時中ぐらいに桑畑にしたか、イモ畑にしたか、そんな開発のしかたでして、開

墾したのやないかなと思います。いま山になっています。事務局の説明通りです。 

 

議  長   ２番、お願いします。 

 

結城委員   １８番結城です。８日に地元推進委員と事務局で現地を確認いたしました。申

請地に住宅を建てて現在に至るとなっています。始末書が添付されております。

以上です。 

 

議  長   地元委員より説明がございましたが、皆さんのご意見もお伺いしたいと思いま

す。よろしいですか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました議案第２号について、

これにご異議ございませんか。 
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部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第２号については許可することに決定した

いと思います。 

 

議  長   続きまして、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可取消願につい

て（所有権移転）を議題といたします。 

       事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １９ページをお願いいたします。 

       議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可取消願について（所有権移

転）でございます。 

       番号１、地区 八知、申請地 美杉町八知上廣口    、登記地目・現況地

目とも畑、面積 １，２９５㎡、受人     、渡人     。 

       この案件につきましては、令和５年８月１８日付けにて許可を受けましたが、

中部電力との接続契約ができなかったため、許可の取消願いが提出されておりま

す。 

  

       以上、件数は１件、合計面積は１，２９５㎡で、すべて畑でございます。 

       以上で説明終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願い致します。 

 

議  長   事務局より説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いしたいと思います。 

       番号１、お願いします。 

 

結城委員   １８番結城です。事務局の説明通りです。 

 

議  長   地元委員より説明がございましたが、皆さんのご意見がありましたら。いかが

でしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮かりします。ただいま審議をいただきました議案第３号につい

て、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第３号については承認することに決定した

いと思います。 

 

議  長   続きまして、議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について

（所有権移転）を議題といたします。 

       事務局の説明をお願いします。 
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事 務 局   ２０ページをお願いいたします。 

       議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移転）

でございます。 

       番号１、地区 久居、申請地 久居北口町洗ヶ瀬    、登記地目・現況地

目とも田、面積 ８２㎡ 外１筆、合計面積 １，２１５㎡、受人     、

渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、４３２．３㎡、パネル設置率は、３５．５％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号２、地区 久居、申請地 久居元町見地    、登記地目・現況地目と

も畑、面積 ４９２㎡ 外４筆、合計面積 １，２３１㎡、受人     、渡

人      外１名。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、４２７．３㎡、パネル設置率は、３４．７％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号３、地区 久居、申請地 戸木町八丁山    、登記地目・現況地目と

も畑、面積 １，８１４㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、４３２．３㎡、パネル設置率は、２３．８％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号４、地区 栗葉、申請地 庄田町中川原    、登記地目・現況地目と

も畑、面積 １，６９０㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、４５７．９㎡、パネル設置率は、２７％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号５、地区 栗葉、申請地 稲葉町稲葉山    、登記地目・現況地目と

も畑、面積 ３１㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を駐車場用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号６、地区 大井、申請地 一志町井関太郎畑    、登記地目 畑、現

況地目 宅地、面積 ６６㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を物置用地とするものです。 

       平成１５年頃に物置を建築した旨の始末書の提出がありますことから、これを

追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       ２１ページをお願いいたします。 

       番号７、地区 波瀬、申請地 一志町波瀬宮之馬場    、登記地目・現況

地目とも畑、面積 ２６６㎡ 外４筆、合計面積 １，４９５㎡、受人     、

渡人      外３筆。 
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       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、４６４．９㎡、パネル設置率は、３１％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号８、地区 波瀬、申請地 一志町波瀬宮之馬場    、登記地目・現況

地目とも畑、面積 ３６８㎡ 外３筆、合計面積 １，４２１㎡、受人     、

渡人      外３名。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、４６４．９㎡、パネル設置率は、３２．７％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号９、地区 波瀬、申請地 一志町波瀬遠河    、登記地目・現況地目

とも田、面積 ４９１㎡ 外１筆、合計面積 ７１２㎡、受人     、渡人  

          。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、３７１．４㎡、パネル設置率は、５２．１％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号１０、地区 波瀬、申請地 一志町波瀬若杣    、登記地目 田、現

況地目 畑、面積 １４５㎡ 外２筆、合計面積 ４５２㎡、受人     、

渡人      外１名。 

       これにつきましては、申請地を一般個人住宅用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       ２２ページをお願いいたします。 

       番号１１、地区 川合、申請地 一志町片野北浦    、登記地目・現況地

目とも畑、面積 ２３５㎡、受人      外１名、渡人      外１名。 

       これにつきましては、申請地を一般個人住宅用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号１２、地区 高岡、申請地 一志町高野寺前    、登記地目 田、現

況地目 畑、面積 ６９㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を進入用道路とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号１３、地区 高岡、申請地 一志町高野宗垣内    、登記地目・現況

地目とも畑、面積 ４９１㎡ 外１筆、合計面積 ８６５㎡、受人     、

渡人      外１名。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、３６０．２㎡、パネル設置率は、４１．６％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号１４、地区 川口、申請地 白山町川口東山    、登記地目・現況地

目とも畑、面積 ９９㎡ 外５筆、合計面積 １，０９３㎡、受人     、

渡人      外１名。 
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       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、４５２．４㎡、パネル設置率は、４１．３％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       ２３ページをお願いいたします。 

       番号１５、地区 多気、申請地 美杉町下多気耕作    、登記地目 畑、

現況地目 山林、面積 ６４４㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を山林とするものです。 

       昭和５５年頃に山林にした旨の始末書の提出がありますことから、これを追認

しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       以上、件数は１５件、合計面積は１３，０３３㎡で、その内訳は田が２，８２

８㎡、畑が１０，２０５㎡でございます。 

       これらの案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局より説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いしたいと思います。 

       番号１から番号３、お願いします。 

 

田口委員   ６番田口です。８日に現地を見て参りました。推進委員４名と諸戸部会長、野

田委員と事務局で見て参りました。 

       １番は、事務局の説明通りでございます。何ら問題ないと思います。 

       ２番についても事務局の説明通りでございます。 

       ３番について、これも同じく事務局の説明通りで、問題ありませんので、よろ

しくお願いします。 

 

議  長   番号４、番号５、お願いします。 

 

野田委員   ７番野田です。８日に田口委員、地元推進委員３名と事務局で見て参りました。 

       ４番ですが、店舗の駐車場として一体利用するものです。農地としては適地で

はなく、やむを得ないかなと思われます。 

       ５番ですが、渡人は耕作しておらず管理のみとなっております。このことから

太陽光発電に売却するものです。地元関係者に説明済みということでやむを得な

いものと思われます。 

 

議  長   番号６から番号１０、お願いします。 

 

宮本委員   １５番宮本です。 

       ６番は、ずっと昔に家を建てた宅地になっておりまして、事務局説明通りやむ

を得ないと思います。 

       ７番、８番は、波瀬の馬場ですが、昔は小さい宅地やったのか知りませんが、

地元の推進委員と確認はしてきましたけど、その辺、一面に太陽光になりそうで

す。番号７と８は同じ場所です。 
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       ９番は、遠河ですけど、抜けとるなというところが、今回出てきた。周辺が太

陽光になっています。 

       １０番は、    かどこかに見える人なんですが、家を建てて帰ってくると

いう話でした。 

 

議  長   番号１１番から１３番、お願いします。 

 

池山委員   １４番池山です。 

       １１番は住宅用地にするということで、どんどん宅地化が進んでいるところで、

住宅地らしい住宅地の真ん中にあたるところです。８日に推進委員と宮本委員、

事務局で見て参りました。問題なかろうということです。 

       １２番ですが、進入路にするというところなのですが、自分の家に入るのに、

他人の土地を通らないと入れないという状況があって、自宅に入るための通路を

作るということで、進入路に畑を使いたいということで、やむを得ないというこ

とです。 

       １３番は、高野の    を見下ろす近くなのですが、周りはずっと太陽光が

増えているところでして、やむを得ないと判断いたしました。 

 

議  長   地区１４番、お願いします。 

 

中谷委員   １６番中谷です。８日に西森、中谷両委員と地元推進委員と白山の事務局で見

て参りました。場所は    の南２００メートルほどのところです。山の段々

畑というところで耕作もし辛いところでして、太陽光はしかたがないかなという

ところでして、やむを得ないと思います。 

 

議  長   地区１５番、お願いします。 

 

結城委員   １８番結城です。８日に地元推進委員と事務局で現地を見て参りました。山林

の近くで獣害がひどいので植林した。昭和５５年頃に植林して、売却したいとい

うことです。現況地図、現況写真、始末書が添付されています。 

 

議  長   地元委員より説明がございましたが、皆さんのご意見もお伺いしたいと思いま

す。いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました議案第４号について、

これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第４号については許可することに決定した

いと思います。 

 

議  長   続きまして、議案第５号 非農地証明願についてを議題といたします。 
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       事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ２４ページをお願いいたします。 

       議案第５号 非農地証明願について、でございます。 

       番号１、地区 久居、願出者     、対象地 久居北口町駒ヶ谷    、

登記地目 畑、現況地目 宅地、面積 ２２３㎡ 外１筆、合計面積３６４㎡。 

       これにつきましては、空中写真撮影記録証明書（Ｓ６３．５．１８撮影）によ

り、対象地に昭和３７年頃に居宅及び物置等を建築し、現在に至ることが確認で

きることから、対象地は農地以外の用に供され２０年以上が経過している土地で

あり、非農地証明事務取扱要領第３条第１項第２号の規定に該当することから、

農地ではない旨の証明をしても差し支えないものと考えます。 

  

       番号２、地区 久居、願出者      外１名、対象地 新家町岸林山  

         、登記地目 畑、現況地目 宅地、面積 ７９０㎡ 外１筆、合計面積 ８

８２㎡。 

       これにつきましては、空中写真撮影記録証明書（Ｈ１３．４．２３撮影）によ 

り、対象地に平成４年頃に居宅を増築し、現在に至ることが確認できることから、 

対象地は農地以外の用に供され２０年以上が経過している土地であり、非農地証 

明事務取扱要領第３条第１項第２号の規定に該当することから、農地ではない旨 

の証明をしても差し支えないものと考えます。 

  

       番号３、地区 高岡、願出者     、対象地 一志町日置野入    、

登記地目 田、現況地目 雑種地、面積 ４９４㎡。 

       これにつきましては、空中写真撮影記録証明書（Ｈ１５．１２．２撮影）によ

り、対象地に昭和５８年頃から    の駐車場として使用し現在に至ることが

確認できることから、対象地は農地以外の用に供され２０年以上が経過している

土地であり、非農地証明事務取扱要領第３条第１項第２号の規定に該当すること

から、農地ではない旨の証明をしても差し支えないものと考えます。 

  

       番号４、地区 高岡、願出者     、対象地 一志町日置野入    、

登記地目 田、現況地目 雑種地、面積 １，２０５㎡。 

       これにつきましては、空中写真撮影記録証明書（Ｈ１５．１２．２撮影）によ

り、対象地に昭和５８年頃からパチンコ店舗の駐車場として使用し現在に至るこ

とが確認できることから、対象地は農地以外の用に供され２０年以上が経過して

いる土地であり、非農地証明事務取扱要領第３条第１項第２号の規定に該当する

ことから、農地ではない旨の証明をしても差し支えないものと考えます。 

  

       番号５、地区 八幡、願出者     、対象地 美杉町奥津岩倉    、

登記地目 畑、現況地目 宅地、面積 ６０４㎡。 

       これにつきましては、空中写真撮影記録証明書（Ｈ１３．４．２７撮影）によ

り、対象地に２０年以上前に一部に家屋を建築し、残地を庭園敷とし現在に至る

ことが確認できることから、対象地は農地以外の用に供され２０年以上が経過し

ている土地であり、非農地証明事務取扱要領第３条第１項第２号の規定に該当す

ることから、農地ではない旨の証明をしても差し支えないものと考えます。 
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       以上、件数は５件、合計面積は３，５４９㎡で、その内訳は田が１，６９９㎡、

畑が１，８５０㎡でございます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局より説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いしたいと思います。 

       番号１と、２お願いします。 

 

田口委員   ６番田口です。８日に現地を見ました。１番は諸戸部会長、野田委員、推進委

員３名と事務局で見て参りました。事務局の説明通り問題ないと思いますので、

よろしくお願いします。 

       ２番も事務局の説明通り問題ないと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ３番と４番、お願いします。 

 

池山委員   １４番池山です。３番、４番とも隣地なのですけど、    沿いにある   

        しているところなのですが、裏側に広い駐車場がありまして、その一部分。 

      説明によると４０年経過しているとのことです。 

 

議  長   ５番、お願いします。 

 

結城委員   １８番結城です。地元推進委員と事務局で現地を確認しました。２０年以上家

屋を建設し、残置を庭にした。よくあることで、先ほど事務局が言われた同じこ

とやと思います。田舎は多い。 

 

議  長   それでは、お諮かりします。ただいま審議をいただきました議案第５号につい

て、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第５号については証明することに決定した

いと思います。 

次に別冊でお配りしました議案第６号 農業経営基盤強化促進法等の一部を改 

正する法律（令和４年法律第５６号）附則第５条の規定による農用地利用集積計 

画の決定について＜別冊＞を議題といたします。 

   事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   議案第６号 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律

第５６号）附則第５条の規定による農用地利用集積計画の決定について、でござ

います。 

       それでは、資料の１ページ、農用地利用集積計画地区別集計表をご覧ください。 

       各地区別に、下の合計欄で説明をさせていただきます。 

       久居地区につきましては、田の賃貸借、所有権移転で１５，０７２㎡、畑の使

用貸借で２，８７９㎡、契約件数は７件でございます。 

       一志地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借、所有権移転で３０，３７６

㎡、畑の賃貸借、所有権移転で２，４２８㎡、契約件数は２０件でございます。 
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       白山地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で４，４７１㎡、畑の賃貸借

で５９㎡、契約件数は３件でございます。 

       美杉地区につきましては、該当がありませんでした。 

       以上、合計で田の集積が、賃貸借、使用貸借、所有権移転を合わせて４９，９

１９㎡、畑の集積が賃貸借、使用貸借、所有権移転で５，３６６㎡、合計契約件

数は３０件、合計面積は５５，２８５㎡となっております。 

       次に認定農業者への集積状況でございます。 

       地区別の認定農業者への集積は久居地区２件、一志地区８件、白山地区２件、

美杉地区０件で、合計１２件、合計面積は１９，５０８㎡でございます。 

       また、認定農業者への集積率は、件数で４０．０％、面積で３５．２％となっ

ております。 

       続きまして、「農地中間管理事業」を利用した案件についてご説明いたします。 

       人・農地プランの作成が要件となっている新規のものについて「農用地利用集

積計画の概要」の整理番号の左側欄外にアルファベットの「Ｎ」を記載していま

す。 

       人・農地プランの作成が要件となっている新規の中間管理事業が４件あります。 

       今回提出させていただきました利用集積計画につきましては、農業経営基盤強

化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第５６号）附則第５条の規定に

よる、改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしている

と考えます。 

       最後に、２ページからの「農用地利用集積計画の概要」でございますが、今回

の利用集積計画のうち、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与の制限に

該当します案件はございません。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。 

       それでは、ご審議をお願いします。皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   それでは、意見もないようでございますのでお諮りします。ただいま、審議を 

いただきました案件について、ご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   ありがとうございます。これらの案件につきましては適正であると認め、市長

に進達することにいたします。 

次に別冊でお配りしました議案第７号 農地中間管理事業の推進に関する法 

律第１８条第３項の規定による意見書の提出について（賃貸借権、使用貸借）を 

議題といたします。 

 

議  長   事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   議案第７号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項の規定によ

る意見書の提出について（賃貸借権、使用貸借）、でございます。 
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       それでは１ページをお願いします。 

       件数は５件、合計面積は６，４３４㎡で、その内訳は田が３，９６４㎡、畑が

２，４７０㎡でございます。 

       意見の提出については、農地中間管理機構は促進計画の対象となる農地である

ときは、農業委員会、市町村へ意見を聴取することとなっています。農業委員会

は賃借権等の設定を受ける者が農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第

５項第２号及び３号に規定する「全部効率利用要件」、「農作業常時従事要件」、

「農地所有適格法人であるか等」の要件を満たしているかを確認し、意見書を提

出します。 

       また、市は促進計画の内容が地域計画の達成に資するものとなっているかを確

認し、意見書を提出します。 

       今回提出させていただきました促進計画につきましては農地中間管理事業の推

進に関する法律第１８条第５項第２号及び３号に規定する要件を満たしていると

考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。 

       それでは、ご審議をお願いします。皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   それではお諮りします。ただいま、審議をいただきました案件について、ご異

議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   ありがとうございます。これらの案件につきましては適正であると認め、農地

中間管理機構に意見書として提出することにいたします。 

以上で、本部会に付議されました議案の審議はすべて終了いたしました。 

       これをもちまして、第８回第２農地部会を閉会します。 

 

午後２時５７分 

 

上記は、第８回第２農地部会の議事を録したものである。 

 

令和６年８月１６日 

 

                     議事録署名者              

 

 

                     議事録署名者              


